
 

 

 
 

 １ 実施期間   ２ 実施方法 

 ２０２３年８月７日～２０２４年３月１７日（※状況により、受け入れ期間が短縮になる場合があります） 

 ただし、７月１日時点またはそれ以降で緊急事態宣言あるいは同様の措置、声明、宣言が発出された

場合はその時点で、当該年度の現場での体験受入れを中止とします。 

  原則、社会福祉施設・事業所の現場での体験受入れとします。 

 ただし、２０２３年度の介護等体験事業において、オンラインでの体験実施を文科省が認めた場合に

ついては、実施可能な施設においてはオンラインでの体験受入れを可とします。 
 
 
 

 

４ オンラインでの介護等体験について 

オンラインでの介護等体験は現場での体験と比べ、距離感、

雰囲気などといったノンバーバルなコミュニケーションが

取りにくいというデメリットがあります。 

一方、自分や他者の行動や姿勢などが俯瞰的・客観的に見え

やすいというメリットもあります。 

そういった特徴を活かすことで、制約が多いと感じられるオ

ンラインでの体験も、より効果的に行うことができると考え

られます。 

右は、これまで施設で実施されたオンラインプログラムを参

考に、本会がモデル的に作った５日間のプログラム例です。

これに限らず、各施設で可能な内容をご提案ください。 

【モデル】 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 
10:00 オリエンテーション 講義「施設の役割」 朝の利用者の様子を観察 講義 

「多職種連携について」 

リハーサル・準備 

11:00 自己紹介 講義レポート作成 講義 

「利用者支援について」 

レクの参加 レクの運営 

12:00 休憩 利用者の食事風景を観察 講義レポート作成 休憩 利用者と一緒に食事 

13:00 施設見学 休憩 休憩 レクの企画 休憩 

14:00 一日の振り返り 利用者と交流 

「交代で利用者と交流し、

体験だけでなく、他の体験

学生の様子を見学する」 

レクの見学 プレ発表 報告会 

「体験で感じたこと、今後

の自分への課題」 

15:00  一日の振り返り 一日の振り返り 一日の振り返り  
  

 ５ 受入れ申込みについて   ６ 問合せ先 

 ２０２３年３月５日までに、受入れ連絡票、日程表、施設への案内図を、下記申請提出用ＵＲＬよりお

申込み下さい。提出用フォームＵＲＬ（https://www.tokyo-kaigotaiken.jp/shisetsu/） 

 ※ 今年度より、原則ＷＥＢ上の申請フォームによる受付といたします。ＷＥＢによる申請が難しい場合は、右

記問合せ先までご相談ください。 

 ※ 受入れ連絡票、日程表については、必ず２０２３年度版様式をご利用ください。 

２０２３年度版様式等のデータは上記提出用フォームおよび、本会ウェブサイトにも掲載いたします。       

【提出用フォームＵＲＬ】https://www.tokyo-kaigotaiken.jp/shisetsu/ 

【東社協ＵＲＬ】https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/taiken.html 

  社会福祉法人東京都社会福祉協議会  

東京ボランティア・市民活動センター 介護等体験担当 

 ＴＥＬ ０３－３２３５－１１７１   ＦＡＸ ０３－３２３５－００５０ 

 Ｅメール kaigotaiken@tvac.or.jp 

 ※火曜日～日曜日 １０時～１７時（月曜・祝日は休館日） 

 ※お問い合わせ多数などの状況により、お電話での対応が難しい場合があります。Ｅメールでお問い合わせをいた

だけると、多少お時間をいただくことはありますが、確実にご返信させて頂くことができます。 

※本資料は実施要綱の概略です。各施設へお送りする実施の手引きにて、詳細を必ずご確認くださいますようお願いいたします。 

内  容 対  応 備  考 

● 抗原検査 

● 抗体検査 

● ＰＣＲ検査 

 

◆施設、または行政等の負担により実施される検査の受検を求めることは可能です。 

◆学校、学生の負担での実施を受け入れ条件とすることは不可とします。 

◆医療機関での検査実施は高額であり、安価で実施できるセンターは場所が限られて

います。 

このようなことから、学生・学校の負担による実施を受入れ条件とすることは不可と

します。 

● 簡易検査キット ◆学生の負担による購入及び検査実施は可能です。 ◆厚労省が承認する「体外診断用医薬品」に限ります。 

● ワクチン接種証明書提示 ◆証明書の提示を求めることは可能です。 ◆様々な事情でワクチン接種ができない学生や、接種証明ができない学生がいた場合

はご配慮願います。 

公共交通機関を使って５日間通うことを前提としている介護等体験事業においては、検査等の効力が限定的となってしまうことから、本会としてはワクチン接種以外の方法で新型コロナウイルスに関する安

全を確認することは推奨していません。 

２０２３年度東京都社会福祉協議会介護等体験事業実施の方針（概略版） 

３ 新型コロナウイルスに関する各種検査等についての考え方 ※この内容については新型コロナウイルス感染拡大の状況や社会情勢を踏まえ、今後更新する場合があります。 
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